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第二期草津市子ども・子育て支援事業計画にかかる中間見直しについて 

 

１．概要  

「第二期草津市子ども・子育て支援事業計画」（以下「計画」という。）は、令和２

年度から令和６年度までを計画期間として策定しています。 

子ども・子育て支援法（六十一条）において定められる基本指針において、「計画

に定める支給認定区分ごとの「量の見込み」又は地域子ども・子育て支援事業の「量

の見込み」が実績値と大きく乖離している場合、「量の見込み」が中間年を目安とし

て、適切な基盤整備を行うために計画の見直しが必要」とされています。 

このことから、計画の第７章「３ 計画の検証方法と中間年度での見直し」におい

て、「子ども人口の推移や子ども・子育て支援事業に関するニーズの変化、事業の進

捗状況、国制度の状況等を踏まえ、中間年度である令和４年度を目途に、量の見込み

と確保方策および数値目標について見直しを行う」としています。 

 

２．見直し項目 

①人口推計 

②就学前の教育・保育（保育認定、教育標準時間認定等）の「量の見込み」と「確保

方策」 

③地域子ども・子育て支援事業（１３事業）の「量の見込み」および「確保方策」（法

定必須記載事項） 

＜事業名＞ 

①地域子育て支援拠点事業  

②利用者支援事業  

③放課後児童健全育成事業・放課後子ども教室  

④時間外保育事業  

⑤一時預かり事業  

⑥病児保育事業  

⑦子育て短期事業  

⑧子育て援助活動支援事業  

⑨養育支援訪問事業、要保護児童等に対する支援に資する事業  

⑩妊婦に対して健康診査を実施する事業 

⑪乳児家庭全戸訪問事業 

⑫多様な主体の参入事業 

⑬実費徴収に係る補足給付事業 

 

※量の見込み…各事業の利用希望者数 

確保方策…各事業の利用希望者への提供体制の確保（定員） 
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第二期草津市子ども・子育て支援事業計画 抜粋 

（法定必須記載事項） 

 

黄色枠の部

分が見直し

箇所 

青色枠の取組内容等は見直しを

しない。（次期計画で実施） 


